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　管理運営方法の検討

指定期間中
の導入効果
及び課題

・多様な自主事業の企画が好評であり、利用者を増加させるための工夫が図られている。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、利用者数及び利用料金収入のいずれも数値目標
に届いておらず、さらに利用者を伸ばすための方策が課題として上げられる。

今後の管理
運営方法

　■　指定管理者制度　　　　□　直営

理由

当該施設は、野球に関する知識及び大会開催のノウハウを有する者が管理運営を行う
ことで、 利用者サービスの確保が図られる。
また、人員を補充する場合には、現在、指定管理者が行っている他の自社管理施設か
らの異動や要員による臨時補充のようなスムーズな対応は難しい。

制度導入
によって
目指す施
設の姿

野球場を利用した市民の多様なスポーツ活動を推進するとともに、気軽に多くの市民が利
用できる施設を目指す。

単位内の施設 令和３年度 令和２年度 令和元年度

盛岡体育館 A A A
総合評価 C

指定期間 平成31年4月1日～令和6年3月31日

指定管理
業務の内
容

（１）施設の使用承認等に関すること。
（２）施設及び設備の維持管理に関する業務
（３）その他市長が定める業務

指定管理
料（千円）

32,077
34,327
36,029
30,193
30,092

建物・設
備の概要

敷地（23,627㎡）、グラウンド（11,300㎡）、両翼87ｍ・中堅118ｍ、収容人員
10,000人、内野席はベンチ・外野席は芝、選手控室（木造２階建・延床面積
113㎡）、ダッグアウト、スコアボード

設
置
年
月
日

昭和13年3月31日

指定管理
者名

公益財団法人盛岡市スポーツ協会 所管課名 スポーツ推進課

施設の設
置目的・

概要
屋外運動場（野球場）を整備することにより、市民にスポーツ活動の場を提供する。

指定管理者総括評価シート

施設名称 盛岡市営野球場 所在地 盛岡市東新庄一丁目8番1号

市営野球場 A A C

太田橋野球場 A A C

153 総括評価シート



※評価基準

総合評価

Ｓ

ＡＡ

Ａ

Ｂ

Ｃ

　　□　延長　　　□　公募　　　□　非公募（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※　市営野球場は、令和５年度末に廃止予定のため

【年度評価】のＡ以上が半数以上含まれている。※ただし、Ｃが一つ以上ある場合はＣ評価

【年度評価】のＢが半数を超えている。※ただし、Ｃが一つ以上ある場合はＣ評価

【年度評価】にＣが含まれている。

　今後の改善点

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、利用者数及び利用料金収入のいずれも数値目標に達していな
いことから、 利用者増への方策が求められる。

制
度
担
当
部
の

意
見

【年度評価】の全てがＡＡ以上かつ、Ｓが１つ以上である。※１単位内に複数施設がある
場合は、１施設ごとにＳが1つ以上である。

【年度評価】の全てがＡ以上である。

　指定管理者制度を継続する場合

選定方法

所在地に対
する団体の

条件
　　□　市内　　　□　制約を設けない（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

管理形態 　　□　単館管理　　　□　一体管理（施設名及び理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）

施
設
所
管
部
の
評
価

154 総括評価シート


